
　

11
月
は
、
市
税
・
料
金
な
ど
の

滞
納
一
掃
強
化
月
間
で
す
。

　

市
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
、保
育
料
、上・

下
水
道
料
金
、
奨
学
資
金
貸
付
金

な
ど
の
納
付
が
遅
れ
て
い
る
人

は
、
早
急
に
市
役
所
や
金
融
機
関

で
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

市
で
は
、
公
正
・
公
平
の
観
点

か
ら
毅
然
と
し
た
態
度
で
市
税
な

ど
の
徴
収
・
滞
納
処
分
を
行
っ
て

い
ま
す
。
悪
質
な
滞
納
者
や
滞
納

額
が
多
い
人
に
つ
い
て
は
、
財
産

や
給
与
な
ど
を
調
査
し
、
財
産
の

処
分
を
積
極
的
に
行
い
ま
す
。

　

水
道
料
金
で
は
、
悪
質
な
滞
納

者
や
滞
納
の
状
況
に
よ
り
、
給
水

停
止
な
ど
の
措
置
を
行
い
ま
す
。

　

厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、
多
額

の
滞
納
額
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

一
部
の
滞
納
者
に
よ
り
、
今
後
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
き
か
ね

ま
せ
ん
。
善
良
な
納
税
者
で
あ
る

市
民
の
皆
さ
ん
に
不
便
を
掛
け
な

い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
収
入
状
況
の
変
化
な
ど

に
よ
り
税
・
料
金
な
ど
を
期
限
ま

で
に
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

は
、
納
付
に
関
す
る
相
談
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
・
相
談
先

①
市
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢

　

者
保
険
料
、
保
育
料
に
つ
い
て

　

収
納
推
進
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

２
４
６
４

②
上
・
下
水
道
料
金
に
つ
い
て

　

上
水
道
業
務
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
３
２
５

③
奨
学
資
金
貸
付
金
に
つ
い
て

　

総
務
学
務
課

　

☎
０
８
６
９-

３
４-

５
６
４
０

市
税
・
料
金
等
滞
納
一
掃
強
化
月
間
が

は
じ
ま
り
ま
す　国民年金保険料は、所得税および住

民税の申告において全額が社会保険料

控除の対象となります。その年の１月

１日から 12 月 31 日までに納付した保

険料が対象です。

　この控除を受けるためには、支払っ

たことを証明する書類の添付が義務付

けられています。このため、平成 22

年１月１日から９月 30 日までの間に

国民年金保険料を納付した人には、社

会保険料（国民年金保険料）控除証明

書が 11 月上旬に日本年金機構本部か

ら送付されます。年末調整や確定申告

の際にはこの証明書（または領収証書）

の添付が必要となりますので、大切に

保管しておいてください。

　また、10 月１日から 12 月 31 日ま

での間に今年初めて国民年金保険料を

納付した人については、来年の２月上

旬に送付されます。なお、家族の国民

年金保険料を納付した場合も本人の社

会保険料控除に加えることができま

す。家族あてに送られた控除証明書を

添付して申告してください。

　社会保険料（国民年金保険料）控除

証明書について、ご不明な点がありま

したら、年金事務所へお問い合わせく

ださい。

■問い合わせ先
　岡山東年金事務所
　☎０８６-２７０ - ７９２５

 

募
集
し
ま
す

 

市
職
員（
保
育
士
）　

　　

市
で
は
、
次
の
と
お
り
保
育
士

を
募
集
し
ま
す
。

▽
受
験
資
格

　

昭
和
50
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
人
で
、
学
校
教
育
法
に

よ
る
大
学
、
短
期
大
学
を
卒
業

し
た
人
、
ま
た
は
平
成
23
年
３
月

31
日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の

人
で
、
保
育
士
資
格
お
よ
び
幼
稚

　

市
で
は
、
地
震
に
強
い
安
全
な

ま
ち
づ
く
り
を
目
的
に
、
昭
和
56

年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た

木
造
住
宅
の
所
有
者
が
実
施
す
る

耐
震
診
断
お
よ
び
耐
震
改
修
工
事

に
対
し
て
、
費
用
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。

ス
テ
ッ
プ
１　

耐
震
診
断

　

耐
震
診
断
と
は
地
震
に
対
し
て

の
建
物
の
安
全
性
を
評
価
す
る
こ

と
で
す
。

　

例
え
ば
、
地
震
が
発
生
し
た
際

に
建
物
が
倒
壊
す
る
危
険
性
の
診

断
お
よ
び
補
強
の
必
要
性
や
、
詳

細
な
診
断
内
容
が
分
か
る
仕
組
み

と
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
耐
震
診
断
補
助

　

費
用
４
万
２
千
円
／
件
（
補
助

金
額
２
万
８
千
円
）

ス
テ
ッ
プ
２　

補
強
計
画

　

耐
震
診
断
の
結
果
「
倒
壊
す
る

可
能
性
が
あ
る
」
と
判
定
さ
れ
た

住
宅
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
補

強
を
す
れ
ば
耐
震
性
が
向
上
す
る

か
を
検
討
し
、
耐
震
補
強
工
事
を

行
う
た
め
の
計
画
を
立
て
ま
す
。

 

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

 

市
営
住
宅（
東
町
・
津
行
団
地
） 

　　
　

　

市
で
は
、
市
営
住
宅
の
入
居
者

を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

▽
募
集
団
地　

下
表
の
と
お
り

▽
募
集
戸
数　

各
１
戸

▽
家
賃　

収
入
に
よ
り
決
定

▽
敷
金　

家
賃
の
３
カ
月
分　

▽
入
居
日　

12
月
１
日
（
水
）

▽
申
込
受
付
期
間

　

11
月
１
日
（
月
）
〜
12
日
（
金
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

■
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先

　

建
設
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

２
６
４
９

団地名 所在地 構造 規格

東町団地
牛窓町牛窓 2229-2 簡耐２階建 ３ＤＫ

牛窓町牛窓 2229-3 簡耐２階建 ３ＤＫ

津行団地 牛窓町長浜 6865-62 簡耐２階建 ３ＤＫ

募集団地の概要

耐震診断・改修費用を
補助します

ス
テ
ッ
プ
３　

耐
震
改
修
工
事

　

地
震
に
対
し
て
「
倒
壊
す
る
可

能
性
が
あ
る
」
と
診
断
さ
れ
た
建

物
に
補
強
工
事
を
行
い
、
地
震
に

対
し
て
強
く
し
ま
す
。

◎
耐
震
改
修
補
助

　

限
度
額
30
万
円
／
件
（
建
替
え

も
対
象
）

※
事
前
に
住
宅
の
耐
震
診
断
を
受

　

け
、
補
強
計
画
を
作
成
す
る
必

　

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
工
事

　

着
手
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
建
設
課
へ

　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

住
宅
増
改
築
相
談
も
開
催

　

市
で
は
、
市
役
所
１
階
相
談
室

で
毎
月
第
３
水
曜
日
の
午
前
９
時

か
ら
午
後
３
時
ま
で
、
住
宅
増

改
築
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま

す
。
こ
の
窓
口
で
は
、
専
門
知
識

を
有
す
る
相
談
員
が
住
宅
全
般
に

つ
い
て
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
予
約
は
不
要
で
す
。

　

相
談
内
容
が
外
部
に
漏
え
い
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
お

気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

２
６
４
９

　狩猟とは、狩猟免許試験に合格し、狩
猟者登録証を受けた人が、わなや散弾銃
など法に定められた猟具を使い、狩猟期
間にイノシシ、シカ、マガモなどの野生
鳥獣を捕獲することです。
　狩猟期間中に、野山に出かける場合は、
銃声がしたら近付かない、目立つ色の服
を着るなど狩猟事故に注意してください。

▽狩猟期間
　11月15日（月）～平成23年２月15日（火）
※農作物被害が著しいイノシシおよびニ
　ホンジカに限っては、２月 28 日（月）
　まで狩猟期間が延長されます。
■問い合わせ先
　岡山県自然環境課
　☎０８６-２２６ - ７３１０

狩猟期間がはじまります

園
教
諭
免
許
を
取
得
し
て
い
る
人

（
取
得
見
込
み
の
人
）

▽
採
用
予
定
人
数　

若
干
名

▽
採
用
日　

平
成
23
年
４
月
１
日

▽
試
験
日
時
お
よ
び
場
所

　

・
第
１
次　

11
月
28
日
（
日
）　

　

午
前
９
時
〜　

瀬
戸
内
市
役
所

　

・
第
２
次
は
別
途
通
知
し
ま
す
。

▽
受
付
期
限　
11
月
12
日
（
金
）

※
郵
送
の
場
合
は
必
着
で
す
。

▽
受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜

　

午
後
５
時（
土
、日
、祝
日
を
除
く
）

▽
提
出
書
類　

・
市
指
定
の
願
書
お
よ
び
履
歴
書

※
総
務
課
、
牛
窓
支
所
、
長
船
支

　

所
で
交
付
し
ま
す
。
郵
送
で
の

　

請
求
は
、「
市
役
所
採
用
試
験

　

受
験
願
書
請
求
」
と
朱
書
き
し

　

て
、
宛
名
明
記
の
Ａ
４
サ
イ
ズ

　

で
１
２
０
円
切
手
を
貼
付
し
た

　

返
送
用
封
筒
を
同
封
し
て
総
務

　

課
へ
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

・
最
終
学
校
の
成
績
証
明
書

　

・
卒
業
（
見
込
み
）
証
明
書

　

・
免
許
取
得
証
明
書

■
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先

　

総
務
課

　

〒
７
０
１-

４
２
９
２

　

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
３
０
０-

１

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
０
９


